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第８条 原稿の審査は会議が担当し、個々の原稿について、原則としてそれぞれ２名以上の審査者

が行う。 

 （１）審査する者は、会議の議を経て座長が委嘱する。 

 （２）会議は必要に応じ、審査する者に研究所外の研究者を含めることができる。 

第９条  原稿の紀要への掲載、その他については、会議の議を経て座長が決定する。 

第10条 掲載が決定された原稿について、内容の一部を修正することが望ましいと会議が判断した

場合には、座長がその旨を執筆者に要請する。 

 

（その他） 

第11条 紀要は、研究所内外の研究者等の利用に供するため、大学やその他の教育関係機関等に配

布するとともに、研究所のホームページに掲載する。 

  ２ 投稿者は、前項に係る研究所の利用について、許諾するものとする。 

第12条 提出された原稿は、原則として返却しない。 

第13条 原稿料の支払い及び掲載料の徴収はしない。 

第14条 その他必要な事項は、会議が定める。 

 

附則   

  本要項は、平成１８年１１月２２日から適用する。 

 

附則   

  本要項は、平成１９年１１月６日から適用する。 

 

附則   

  本要項は、平成２１年１０月１５日から適用する。 

 

附則 

  本要項は、平成２２年１１月２９日から適用する。 

 

附則 

  本要項は、平成２５年９月３０日から適用する。 

 

附則 

  本要項は、平成２６年１０月２０日から適用する。 

 

附則 

  本要項は、平成３１年２月４日から適用する。 

 

附則 

  本要項は、令和３年１２月２３日から適用する。 
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令和６年度国立教育政策研究所紀要編集会議設置要項 

 

令 和 ６ 年 ８ 月 １ 日 

国立教育政策研究所長決定 

 

１ 趣旨 

  令和６年度国立教育政策研究所紀要（以下、「紀要」という。）の編集を行うため、研究企画開

発部に令和６年度国立教育政策研究所紀要編集会議（以下、「会議」という。）を設置する。 

 

２ 所掌事務 

  会議は、紀要の原稿の審査及び評価を行う。 

 

３ 会議の構成 

（１）会議は、次の者をもって構成する。 

齋藤 憲一郎  研究企画開発部長 

妹尾   渉  教育政策・評価研究部総括研究官 

志々田まなみ  生涯学習政策研究部総括研究官 

白水   始  初等中等教育研究部副部長 

袰岩   晶  教育データサイエンスセンター総括研究官 

西野 真由美  教育課程研究センター基礎研究部副部長 

掘越  紀香  幼児教育研究センター副センター長 

（２）会議の座長は、研究企画開発部長とする。 

（３）会議は必要に応じて臨時委員を置くことができる。 

 

４ 紀要の構成 

紀要は、特集、自由投稿により構成する。 

 

５ 庶 務 

  会議の庶務は、研究企画開発部において行う。 

 

６ その他 

  原稿執筆要領は、会議が別に定める。 

 

附則 

  本要項は、令和６年８月１日から適用する。 

 

195




